
利益相反管理方針 

 

１ 基本姿勢 

①当社は、法令等に基づき、お客様の利益が不当に害されるおそれのある取引を特定および類

型化し、お客様の利益がこれらの取引によって不当に害されることのないように、以下の通り管

理体制を構築します。 

②当社の役員および社員は、利益相反管理の重要性を認識し、その実践に誠実にかつ率先垂範

して取り組みます。 

 

２ 利益相反取引の特定 

(１) 利益相反管理の対象となるお客様の範囲 

当社が利益相反管理により保護の対象とするお客様（以下、「お客様」といいます。）は、以下の

通りです。 

①当社の銀行関連業務（銀行法第 10 条から第 12 条に定める業務および金融機関の信託業務の

兼営等に関する法律第 1 条に定める業務）に係るお客様 

②当社の金融商品関連業務（金融商品取引法第 33 条の 2 に定める業務）に係るお客様 

 

(２) 利益相反取引の類型 

当社は、お客様との契約により、当社に法律上の信認義務が生じる場合(※)において、当社の行

為によって、当該信認義務が果たせなくなるおそれがあるものを検討し、管理の対象とします。そ

の類型は、お客様との契約と利益相反となる取引の内容、組合せにより次の４通りとなります。 

なお、当社は利益相反となるか否かの判断においては、当社のレピュテーションに対する影響が

ないか等の事情も総合的に考慮いたします。 

（※）ここでは、お客様が当社との契約関係において自己の利益が保護されると合理的な期待を

持つ場合のことをいいます。 

① お客様を相手方として取引を行うことにより、信認義務を果たせなくなる場合 

② 複数のお客様同士の勘定で取引を行うことにより、信認義務を果たせなくなる場合 

③ お客様の取引と利害が対立する別の取引を行うことにより、信認義務を果たせなくなる場合 

④ お客様の非公開情報を不適正に利用して自己、役員および社員、または第三者の利益を図

ることにより、信認義務を果たせなくなる場合 

 

(３) 利益相反取引の特定 

後述する利益相反管理統括者が、上記(２)の類型に該当するものを特定します。この特定は、新

たな業務の開始、業務運営方法の重要な変更等に際して、必要に応じ見直しを行います。 

 

３ 利益相反管理体制 



（１） 利益相反管理統括者 

利益相反取引の特定、利益相反管理方法の策定、利益相反に係る情報の集約、利益相反管理

体制の有効性の検証等を営業部門から独立して行う者として、当社は、利益相反管理統括者を

置き、適正な権限を付与します。 

 

（２）利益相反管理の方法 

当社は、特定した利益相反取引について、その内容・特性に応じ、次のいずれかの方法を選択し、

または、組み合わせることにより、適切に利益相反管理を行います。 

① 部門の分離その他の情報隔壁・情報遮断 

② 取引の条件または方法の変更 

③ 一方の取引の中止 

④ 利益相反のおそれがある旨のお客様への開示 

⑤ 情報共有者の監視 

 

（３）利益相反管理の実施 

利益相反管理は、営業部門から独立した部署がお客様の取引と利害の対立する別の取引を行う

こととならないか取引内容を審査する方法によるほか、予め定められた方法により営業部門の部

署がお客様に開示する方法、システム上のアクセス制限により情報を遮断する方法等により実施

します。 

 

(４)利益相反管理の記録 

利益相反管理統括部署または業務所管部署において、利益相反取引の特定および管理の記録

を法令に基づき保存します。 

 

(５)利益相反管理体制の有効性の検証 

利益相反管理統括者が利益相反管理体制の有効性につき検証します。 
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